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【要約】 

既存病棟の狭隘化・老朽化に伴い平成 22 年度「石川県医療施設耐震改修等促進臨時特例事業費補助金」の

事業要件に則り，外来部門・診療部門並びに急性期病棟部門を中心とした新病棟を旧駐車場敷地に新築した。

新しい恵寿総合病院は 5病棟，3病棟，さらに新築する病棟の 3つの棟から構成される施設として計画した。

本計画は 2009 年 6 月から始まり，約 4年半を費やし 2013 年 10 月完成に至った。 

新病棟の建設においては，建築可能な建物の規模，総建築費，並びに将来必要となる医療機能を想定する

環境などが主な制約条件となり，この範囲内で新病棟建設計画を策定する必要があった。今回，本計画のコ

ンセプトと軌跡を振り返り，今後の病院運用の指針としたい。 

 

Key Words：恵寿総合病院，新病棟，建築計画 

  

【はじめに】 

 当院が立地する能登中部医療圏は，人口減少・高

齢化が進行している。このような状況の下，同じ医

療圏の総合病院である公立能登総合病院との共存と

棲み分けをはかり，「得意分野を充実する」ことが求

められている。当院の得意分野である「内視鏡」，「が

ん」を初めとした急性期医療，リハビリテーション

医療，家庭医療そして急性期から介護福祉までのシ

ームレスな連携と強みを生かし，能登北部医療圏を

含めた幅広い地域の患者に医療の提供を行うことが

当院の果たすべき中長期の方向性であると考えた。 

既存病棟の狭隘化・老朽化に伴い，平成 22 年度「石

川県医療施設耐震改修等促進臨時特例事業費補助

金」の事業要件に則り，外来部門・診療部門並びに

急性期病棟部門を中心とした病棟を旧駐車場敷地に

新築した。合わせて，新病棟と 3 病棟・5 病棟を上

空連絡通路で結び，さらには，医療環境の変化に対

応した新しい病院機能に再編するため，3 病棟・5

病棟の改修工事を行った。この事業により，急性期

医療を担う新病棟，亜急性期・回復期医療を担う既

存病棟の機能分化が明らかになり，新しい恵寿総合

病院として生まれ変わった。本計画は 2009 年 6 月か

ら始まり，約 4年半を費やし 2013 年 10 月完成に至

った。 

今回本計画のコンセプトと軌跡を振り返り今後の

病院運用の指針としたい。 

 

【本計画が目指したもの】 

新病棟建設においては，建築可能な建物の規模，

総建築費，並びに将来必要となる医療機能を想定す

る環境が主な制約条件となる。この範囲内で新病棟

建設計画を策定する必要があった。 

新しい恵寿総合病院機能は，3 つの敷地に跨るこ

とになった。5病棟，3病棟，旧駐車場敷地の新病棟

が，新病院機能を担う施設である。 

法的に最大可能な病院建築面積は，既存の 3 病棟

約5,000㎡と5病棟約5,200㎡を加え，合計約25,700

㎡以下となる。したがって新病棟の建設可能面積は，

約15,500㎡（PET-CT,リニアックセンター棟 計670

㎡を除く）以下となった。一方，建替え対象となる

旧病棟の面積は，約 12,000 ㎡で，新病棟建設可能面

積を下回っている。総建築費を考慮し，病床数 1 割

減を仮定した上で，旧病棟と同規模とすることが適

正と考えた。 
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表 1 本計画の概要 

【工事名称】 

社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院/新病院建設建替及び改修計画 

 

【新病院】 

建築敷地 石川県七尾市桜町 89-1（一部），89-3，89-4（一部），89-5，-6，-7，-8，-9，-10 

建築物の概要 用  途：病院 

       敷地面積：8,077.20 ㎡ 

       建築面積：3,028.30 ㎡（既存 PET-CT リニアックセンター合せて 3,699.58 ㎡） 

       延べ面積：15,373.64 ㎡（既存 PET-CT リニアックセンター合せて 16,044.74 ㎡） 

       構  造：鉄筋コンクリート造（免震構造+扁平梁採用） 

       基礎工法：直接基礎（液状化対策 TOFT 採用） 

       階  数：地上 7階 

       高  さ：軒高さ 29.17ｍ 最高高さ 27.99ｍ（平均地盤面から） 

       起 工 式：平成 24 年 3月 2 日 

工期着工：平成 24 年 3月 26 日 

        竣   工：平成 25 年 10 月 31 日 

 

【上空連絡通路】 

建築敷地 石川県七尾市桜町 89-3，93，富岡町 90-2 

建築物の概要 用  途：病院（上空連絡通路 1，2） 

       建築面積：124.07 ㎡（5-3 病棟間），187.92 ㎡（3-新病院間） 

       延べ面積：124.07 ㎡（5-3 病棟間），187.92 ㎡（3-新病院間） 

       構  造：鉄骨造 

       基礎工法：杭基礎 

       階  数：地上 1階 

       高  さ：軒高さ 14.40ｍ 最高高さ 15.20ｍ 

 

【建築主】  

社会医療法人財団董仙会 理事長 神野正博 

石川県七尾市富岡町 94 番地 

 

【コンストラクション・マネジメント】 

設計・監理 統括：三菱商事株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目 6番 1号 

設 計・監 理 者：株式会社伊藤喜三郎建築研究所・株式会社竹中工務店設計共同企業体 

東京都豊島区高田 2丁目 17 番 22 号  目白中野ビル 3階 

施     工    者：株式会社竹中工務店名古屋支店 

愛知県名古屋市中区錦 1丁目 18 番 22 号 
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図１ 設計時の建物配置計画 

図 2 立地環境 
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A 敷地 

B 敷地 

C 敷地 

D 敷地 

 即ち，最新の診療部門や療養環境及びアメニティ

の改善に必要な面積確保を考慮すると，本計画では，

外来及び診療部門の再編が必要不可欠となった。そ

の上で「新恵寿総合病院」が，現在求められる医療

機能の策定や，更には今後，30 年～40 年の長期に渡

り，この地において地域住民に信頼され，親しみの

ある病院であり続けることのできる計画が必要とな

った（図 1，表 1）。 

 

1. 立地環境と敷地状況                                     

(1) 立地環境 

恵寿総合病院は，ＪＲ七尾駅より北西に車で約 5

分と，七尾市中心市街地からほど近くに位置し，北

は七尾湾と能登島，西は桜川，南は小丸山公園を望

む，水と緑に恵まれた環境に立地している。また敷

地周辺は，海側に造船所など港に係わる工場などの

産業施設が多く，南側は閑静な住宅地に囲まれ，産

業と住宅が近接する立地環境にある。（図 2） 

この立地環境を生かし，海側と山側の眺望を保全

する全体計画とした。 

 

図 3 計画敷地状況 参考：ゼンリン住宅地図 

(2) 計画敷地状況 

恵寿総合病院の計画敷地は，図 3 のように，道路

によって 4 つの区画に分かれている。ただし，A 敷

地の旧病棟と B 敷地の 3病棟とは，市道地下を横断

する地下通路によって連絡が可能となっていた。ま

た何れの敷地もほぼ平坦であるが，敷地形状は部分

的に隣地が食い込んだ不整形となっている。 

 

2. 新病院と既存建物との関係 

旧病棟は，主に外来部門，手術部・画像診断を含

む診療部と，248 床の一般病床により構成されてい

た。今回「石川県医療施設耐震改修等促進臨時特例

事業費補助金」事業要件に則り，これら旧病棟機能

を新たに建設される新病棟に移設することにした。

同時に 3 病棟及び 5 病棟の改修によって，新たな病

院機能が再編されることになった。交付金要件に伴

い，対象病床の一割減を行わなくてはならなかった。

これによって新病棟の病床数は 223 床（＝248 床×

0.9）とした。 

こうした再編を考えるに当たり，市道によって物 
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理的に分断された 3 つの敷地と建物を 1つの病院機

能としてどのように連携させるかを検討し，上空連

絡通路の設置を決定した。 

上空連絡通路は，5病棟，3病棟及び新病棟，それ

ぞれの建物に影響を与えない独立した構造体として

計画した。 

上空連絡通路で結ばれた 5 病棟，3 病棟及び新病

棟は，1 つの病院として機能する前提のもと，分棟

であることを生かしながら，部門配置や病棟構成な

ど特徴付けを考える必要があった。同時に，新病棟

建設敷地に建つ PET-CT，リニアックセンター棟との

連携にも留意しなければならなかった。 

今回，3病棟からは 2本の上空連絡通路，1本の地

下通路が通る事となった。この行政協議は今回の計

画の中でももっとも時間がかかった事項である。 

医療施設として存続するために，天候に左右され

ず，交通環境上も安心な場を提供することが重要だ

と認められ，長い行政協議の末，設置の認可が下り

た。既存地下通路は，本来埋め戻しをして七尾市に

返還することが前提であったが，途切れない医療環

境提供のため熱源・電気など人が通らないことを前

提に設備トレンチとして引き続き有効活用できるこ

とになった。このことは総工費の抑制に大きく寄与

し，これからの維持管理に貢献するであろう。 

本計画に先立ち D 敷地には立体駐車場（333 台）

を整備し，これをもって「石川県医療施設耐震改修

等促進臨時特例事業費補助金」事業の着工とした。 

（1）恵寿総合病院の状況分析  

恵寿総合病院の建物は，建替え対象となった旧 1

病棟が築 47 年，旧 2病棟が築 39 年を経ていた。今

回耐震化された 3 病棟も築 34 年を経ている。図 4

により 30 数年を超えた建物が多く存在することは

明らかである。鉄筋コンクリート造の建物の寿命は

60 年以上と言われているが，設備配管は劣化が激し

く日々の維持管理に頭を悩ませていた。 

（2）既存建物との関係 

新病棟は既存 PET-CT,リニアックセンター棟の隣

接地に増築した。したがって，1階レベルでの PET-CT,

リニアックセンター棟との接続が必要となった。さ

らに，医療機能を確保するため，新病棟と 3病棟，3

病棟と 5 病棟それぞれ上空連絡通路により接続した。

接続階は公道の通行を妨げない高さであり，かつ新

病棟の病棟階以外のフロアとしたため 3 階となった。

この 2 か所の接続により，本計画では，3 病棟は 5

病棟と新病院との中間に位置する建物となる。 

また，3 病棟は，旧耐震基準の建物であることか

ら鉄骨ブレースによる内部耐震と外部耐震の改修工

事が必要となった。 

 

3. 病棟部門計画                     

(1) 上空連絡通路で接続された，新病棟，3病棟， 

5 病棟のそれぞれに病棟を配置した。これは，新病

棟（急性期）から 3 病棟，5 病棟に，患者の容態に

合わせ緩やかにステップダウンする病棟配置である。

1 フロア 2 看護単位の計画とし，中央には「スタッ

フステーション」を隣接配置した。「ナースステーシ

ョン」という名称を廃し，医師・看護師・医療技術

職・事務職等，多職種が補い合いながら協働できる

場所とした。 

(2) スタッフステーションの中央にはセキュリテ 

ィ管理エリアを設け，薬剤の混注作業，診療材料・

薬剤・器材のストックエリア，スタッフ休憩室等の

スペースを 2 看護単位共有として設置した。隣接し

た位置にあるスタッフステーションは配置人員の不

足しがちな夜間，相互に補い合えるよう配慮した。

SPD(Supply Processing and Distribution）物品供

給，給食・清掃等に関わる搬送が管理エリア内で行

われることになった。 

(3) 集中治療病棟とハートセンターを新病棟 4 階 

に隣接配置した。また集中治療病棟では，その一部

に集中治療加算を取得できる施設として稼働できる

ようにサブスタッフステーションを配置した。4 階

は CCU・HCU・ICU などの重症者対象病床とし，血液

浄化可能病床を 18 床整えた。 

(4) 新病院における病室は，原則として 4 床室と 

ユニットシャワートイレ付の 1 床室で構成している。

また，療養環境加算（施設整備条件：病室内法面積

1 床あたり 8 ㎡以上）を算定できる広さとし，隣り

合うベッド芯間隔は感染対策上必要とされる 2ｍ以

上を確保した。また 4 床室は，将来の個室の需要増

や病床削減などを想定し，容易に 1 床室に改変可能

な設備をあらかじめ躯体内に施工した。 

恵寿総合病院医学雑誌　第3巻（2015）

－ 44 －



 

図 4 主要な既存建物の概要  
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(5) 各病棟フロアに，食堂加算（施設整備条件： 

１床あたり 0.5 ㎡以上）を算定することのできる食

堂デイルームを設けた。医師，看護師，医療技術職，

事務職等が，患者及び患者家族に対して行う相談及

び指導を積極的に実施できるように，プライバシー

に配慮した面談室を複数設けた。 

 

4. 外来部門計画  

(1) 外来診療科を，一般外来と診療科目特有の診 

察器材が必要な専門外来に区別し，それぞれをまと

めた A,B 二つのブロック受付を設けた（一般外来：A

受付，専門外来：B受付）。 

(2) 一般外来においては，柔軟で効率的な運用と 

将来の患者需要の変化に対応が可能なフリーアドレ

ス化を計画した。なお，これによりスペースの効率

的な活用が可能となり患者・職員アメニティに寄与

した。これらを総称して「ユニバーサル外来」と名

付けた。 

(3) 外来における指導及び説明を積極的に実施で 

きるように，プライバシーに配慮した指導室や説明

室を複数設けた。また，この部屋は説明や指導ばか

りではなく，外来での運用に柔軟に対応できる部屋

として計画した。 

(4) 外来部門が配置される同一階に，外来化学療 

法，中央処置，中央採血・採尿・生理機能検査を 1

ブロック配置し，スタッフエリアの共有化による面

積効率や，患者動線の単純化を計画した。さらに臨

床検査部は中央採血・採尿部門の直上に設け，検体

搬送と人員の移動の効率化を図った。 

 

5. 診療部門計画                                             

＜放射線部＞ 

(1) 新病院１階に放射線部門を集約配置すること 

で，隣接する PET-CT，リニアックセンター棟と同一

階で接続する計画とした。ただし，3 病棟 4 階には

健診センターと 3 病棟及び 5 病棟入院患者のレント

ゲン撮影室を設け，病棟の隔地配置に対応できる計

画とした。 

(2) 内部の改変が困難な放射線部においては，将 

来の機器増設等を考慮した増築スペースを確保する

と共に，操作ホールを部門内中央に置き，スムーズ

な患者動線及びスタッフ動線を確保した。 

＜救急部＞ 

「365 日 24 時間断らない救急」としての運用を目

指し，初療室に 2 ベッド，処置に 1 ベッド，観察室

に 5 ベッドを計画した。救急部と手術部及び集中治

療室を結ぶ緊急専用エレベーターを配置し，患者搬

送の迅速な対応を可能とした。時間外外来対応の診

察室は 3 室とし，救急患者受け入れ強化の一環とし

て，救急隊員控え室を設けた。 

＜薬剤部＞ 

(1) 物流ホールに直結する位置に配置し，院内処 

方薬の迅速な搬送を可能とする計画とした。ケミカ

ルハザード室，無菌製剤室を設け，安全・安心の調

剤環境を整えた。2 階の外来化学療法室に直結する

階段・小荷物専用昇降機による，安全で迅速な治療

薬の搬送を計画した。 

(2) 新病院各病棟階には，専用の混注室（サテラ 

イトファーマシー）を配置して病棟薬剤スペースを

確保し，薬剤師の病棟活動を容易にした。 

＜検査部＞ 

(1) 外来，病棟の中間の位置で，かつ手術部に隣 

接した位置に配置した。また，中央採血・採尿から

の検体搬送効率の観点から，中央採血・採尿の直上

に臨床検査部を配置し，職員専用階段並びに小荷物

専用昇降機で結ぶ計画とした。臨時・緊急検査に関

しては，病棟，救急部，手術部と臨床検査室を大口

径気送管設備（エアーシューター）によって結ぶ計

画とした。 

(2) 剖検件数は少ない（5 件/年）ものの，臨床研 

修指定病院や内科学会臨床指定病院に必須であるこ

とから，臨床検査部の一画に剖検室を設ける計画と

した。 

(3) 生理機能検査部門は，できる限り集中配置を 

行うと共に，外来部門に隣接し，かつ病棟からの患

者搬送エレベーターに近接した配置とした。 

＜内視鏡センター＞ 

(1) 内視鏡検査及び治療の需要を考慮した内視鏡 

センターを計画し，今後の内視鏡下での手術や技術

の進歩に対応できるよう広めの検査室とした。 

(2) 手術部と隣接することで，手術部門との連絡 

を容易にし，手術室内で内視鏡手術が迅速に展開で
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きる計画とした。 

(3) 下部消化管検査前処置室及びリカバリー室は， 

健診センター利用者も使用できるスペースを計画し

た（20 ベッド）。 

＜手術部＞ 

(1) 面積効率のよい「手術ホール型」を採用し， 

中央材料室を隣接配置した。 

(2) 手術で必要となる医療機器や器材の保管スペ 

ースは，手術ホールに 3箇所分散配置した。 

(3) 手術件数の増加や，午前手術の実施などに対 

応し，手術室は 5室（内クリーンルーム対応：１室）

とし，診療科特性に影響されない手術室として計画

し，各室放射線防護を考慮した。 

(4) 将来の日帰り手術の増加を考慮し，患者更衣 

室，診察兼説明室を設け，外来からの患者動線に配

慮した。 

＜リハビリテーション部＞ 

(1) リハビリテーションは，理学療法，作業療法， 

言語療法部門に分かれていたが，今計画では，リハ

ビリテーションエリア内に，この 3部門を統合した。

評価室，個別治療室，スタッフ室は，共有で使用で

きる方針とした。 

(2) 新病棟 3 階に急性期リハビリテーション室，5 

病棟 2 階に回復期リハビリテーション室の 2 ケ所を

設置した。回復期リハビリテーション室は外来患者

のリハビリテーションにも活用される。これにより，

急性期から回復期への移行が患者側にも理解できる

ように，見える化，区別化を計った。 

＜栄養部＞ 

(1) 厨房施設（サテライトキッチン）は，セント 

ラルキッチンからの食材等の供給が行われることか

ら，効率的な面積計画とした。トレイメイク後は，

各病棟に配置した熱風カートにより再加熱調理する。 

(2) 管理栄養士のスタッフ室は，主厨房とは隔地 

配置となるが，栄養相談・指導を十分実施するため

新病棟 3階に配置した。 

＜健康管理センター＞ 

(1) 健診センターとして，新病棟検査機器の共用 

化，特殊検査の病院利用の観点や，健診利用者の利

便性に配慮し，3 病棟 4 階の渡り廊下接続フロアに

配置計画した。 

(2) センターに設けられたレントゲン撮影室は， 

3 病棟，5病棟入院患者にも対応可能な計画とした。 

(3) センターは，その特性から病院インテリアと 

は切り離し，独自にインテリアを計画した。 

 

6. 上空連絡通路計画 

(1) それぞれ独立した敷地に建つ 5 病棟・3 病棟・ 

新病棟を，新たな病院機能として一体化し，安全性，

衛生性の確保のため，上空連絡通路を設置した。 

(2) 上空連絡通路設置に関する行政協議は，七尾 

市建設部都市建築課，七尾市建設部土木課，七尾鹿

島消防本部，七尾警察署から構成される四者協議会

と七尾市都市整備景観グループと当院の間で行われ

た。 

(3) 上空連絡通路は，公道の上部空間に最短距離 

で設置することが設置条件であるため，既存建物や

周辺状況との関係から，5 病棟廊下の延長線上で 3

病棟と接続する計画とした。 

(4) 想定される上空連絡通路利用は，ベッド・ス 

トレッチャーや車椅子を利用する患者，医師，看護

師，病院スタッフのほか，食品・物品カート等，目

的用途が多岐にわたるため，できる限りスロープ勾

配を緩やかなものとした。 

(5) 現有の旧病棟と 3 病棟を繋ぐ地下連絡通路に 

ついては，行政協議の結果，通行を目的とした用途

は廃止するものの設備トレンチとしての継続利用と

することとした。 

 

7. ヘリポート計画  

＜基本方針＞ 

設置目的は病院患者搬送を主とし，訓練，臓器提供，

災害時の物品搬送とした 

飛行場外離着陸場を，屋上部に建物躯体と一体とし

て設置することを計画した。 

＜計画内容＞ 

離着陸帯と新病棟屋上階を患者搬送に危険のない勾

配のスロープで結ぶ計画とした。 

各階を結ぶ搬送ホールに面したエレベーターのうち

1 台をヘリポート連絡用として縦動線を計画した。 

石川県防災ヘリ，第 9 管区海上保安庁本部（新潟）

ヘリを想定し，広さと耐荷重性を確保した。 
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2014 年 7 月現在，本県唯一の夜間離発着可能屋上ヘ

リポートである。 

 

【おわりに】 

血液浄化センターは，本計画では更新できなかっ

たが，2014年6月より建築中の高齢者複合施設にて，

「恵寿ローレルクリニック」として開設する運びと

なった。新病棟 18 床の透析可能病床と合わせて運用

方法の検討が必要である 

また恵寿ローレルクリニックには，ファミリーク

リニックの機能を移転させ在宅医療の強化も図りた

い。 
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改めて皆様に厚く御礼を申し上げます。 
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表 2 建設関連の法的規制等 

①建築基準法・建築基準法施行令 

-1）七尾市建築基準条例 

  建築物の建築に関する制限，建物の敷地と道路との関係など 

-2）道路内の建築制限の解除許可 

  道路の上空に設ける渡り廊下等の通路など 

②都市計画法 

-1）開発許可制度 

  1,500 ㎡以上の区画形質の変更など 

③消防法・消防法施行令 

  -1）七尾鹿島広域圏事務組合火災予防条例 

④土壌汚染対策法（石川県環境部環境政策課） 

・3,000 ㎡以上の土地の形質変更など 

⑤港湾法（石川県港湾事務所） 

・臨港地区内での床面積 2,500 ㎡以上の建築物の建築の届出 

⑥防災計画等概要書の提出 

・採光，換気，排煙，防火区画等の計画 

⑦七尾市における中高層建築物指導要綱 

・近隣商業地域（容積率 300％），商業地域，工業地域で高さが 15ｍを超えるもの 

・その他の地域，都市計画区域外で高さが 10ｍを超えるもの 

⑧七尾市景観条例 

・建築物で高さ 13ｍを超えるものまたは，建築面積が 500 ㎡を超えるものなど 

⑨バリアフリー法 

  -1）高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

  -2）石川県バリアフリー社会の推進に関する条例 

    1,000 ㎡以上の建築物 

⑩エネルギーの使用の合理化に関する法律 

・2,000 ㎡以上の建築物，大規模な改修など 

⑪駐車場法・駐車場法施行令 

・路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積 500 ㎡以上のもの 

-1）七尾市における建築物に付置する駐車施設に関する条例 

  商業地域，近隣商業地域で建築物の延べ面積が 1,000 ㎡を超えるもの 

⑫道路法 

-1）道路占用許可 

  道路の上空に設ける渡り廊下等の通路など 

⑬医療法 

⑭診療報酬 

・施設基準等 
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